
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 児童の権利に関する条約 概要  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



児童 権利 条約 概要  

 

 条約 国 締約国 い 経 的 社会的及び文化的権利 国

規約 及び 市民的及び 治的権利 国 規約 い 定 い 権利を

児童 い 広範 規定 更 児童 人権 尊 及び確保 観点 必要

細 具体的 項を 規定 あ 前文 文54箇条及び 文

概要 次 あ  

 

 児童 定義 

  児童 1ペ歳 満 者をいう 当 児童 者 適用さ

法 早く を除く 第 条  

 

2 締約国 義務 

一般的義務 

 締約国 児童又 父母若 く 法定保護者 人種 皮膚 色 性 言語

宗教 治的意見 他 意見 国民的 種族的若 く 社会的出身 産 心

身 害 出生又 他 地位 わ い 差別 条約 定

権利を尊 及び確保 第 条  

  児童 措置を 当 児童 最善 利益 主 考慮

さ 第 条  

  締約国 条約 い 認 権利 実現 適当 立

法措置 行 措置 他 措置を講 第 条  

 ニ  締約国 父母 法定保護者等 児童 あ 能力 適合 方法

適当 指示及び指導を え 責任 権利及び義務を尊 第 条  

生命 対 権利 

    締約国 生命 対 児童 固 権利を認 児童 生存及び

を可能 最大限 範囲 い 確保 第6条  

録 氏 国籍等 い 権利 

  締約国 児童 出生 直 録さ 氏 を 及び国籍を 得 権利

実現を確保 第 条  

  締約国 児童 国籍 氏 及び家族 を含 身元 項を保持

権利を尊 身元 項 法 奪わ 場合 を回復

適当 援 及び保護を え 第 条  

家族 分 さ い権利 

  締約国 児童 父母 意思 父母 分 さ い を確

保 父母 一方又 方 分 さ い 児童 父母 接触を維持

権利を尊 第ホ条  



 家族 再統合 児童又 父母 締約国 入国又 締約国

出国 申請 い 締約国 積極的 人 的 迅速 方法 扱う 第

10条  

 締約国 児童 法 国外 移送さ を防 及び国外 帰還

い 態を除去 措置を講 第11条  

意見を表明 権利 

    締約国 児童 自由 自己 意見を表明 権利を確保 児童 意見

児童 齢及び 熟度 従 相応 考慮さ 第12条  

表現 自由 い 権利 

    児童 表現 自由 い 権利を 第13条  

思想 良心及び宗教 自由 い 権利 

    締約国 思想 良心及び宗教 自由 い 児童 権利を尊 第14条  

結社及び集会 自由 い 権利 

    締約国 結社 自由及び 和的 集会 自由 い 児童 権利を認 第

15条  

又 攻撃 対 保護 

    い 児童 私生活 家族 住居若 く 通信 対 恣意的 若 く

法 さ 又 誉及び信用を 法 攻撃さ い 第16条  

10 情報及び資料 利用 

    締約国 大衆媒体 デ 果 要 機能を認 児童 多様

情報源 情報及び資料を利用 得 を確保 第17条  

11 家庭環境 児童 保護 

  締約国 児童 養育及び い 父母 共 責任を 原則

認識を確保 最善 力を払う 第1ペ条  

  締約国 虐待 置 搾 性的虐待を含 等 児童を保護

適当 措置を 第1ホ条  

  家庭環境を奪わ 児童 国 え 特別 保護及び援 を 権利を

第20条  

 ニ  締約国 児童 養子縁組 当 児童 最善 利益 い 最大 考慮

払わ 権限 あ 当局 認 を確保

第21条  

12 民 児童 対 保護及び援  

     締約国 民 地位を求 い 児童又 民 認 い 児童 適当

保護及び人 的 援 を を確保 適当 措置を 第22条  

13 医療及び福祉 分 児童 権利 

  締約国 精神的又 身体的 害を 児童 尊厳を確保 自立

を 進 及び社会 積極的 参加を容易 条件 下 十分 相応 生活



を享 あ を認 第23条  

  締約国 到 可能 最高水準 健康を享 並び 病気 治療及び健

康 回復 便宜を え い 児童 権利を認 第24条  

  締約国 養護 保護又 治療を目的 容さ 児童 対 処遇等

定期的 審査 行わ い 児童 権利を認 第25条  

ニ  締約国 児童 社会保 給付を 権利を認

必要 措置を 第26条  

  締約国 相当 生活水準 い 児童 権利を認 第27条  

14 教育及び文化 分 児童 権利 

  締約国 教育 い 児童 権利を認 権利を漸進的

機会 等を基礎 措置を 締約国 学校

規 児童 人間 尊厳 適合 方法 用さ を確保

適当 措置を 第2ペ条  

  締約国 児童 教育 児童 人格 才能等を最大限度 さ

人権及び基 的自由並び 国連憲章 う う原則 尊 を育 児童

父母 児童 文化的 一性 言語及び価値観 児童 居住国及び出身国 国民的

価値観並び 自己 文明 異 文明 対 尊 を育 等を指向

意 第2ホ条  

  少数民族 属 又 原住民 あ 児童 自己 文化を享 自己 宗教を

信仰 実践 又 自己 言語を使用 権利を否定さ い 第30条  

 ニ  締約国 休息及び余暇 い 児童 権利並び 児童 び及び ク エ

ョン 活動を行い並び 文化的 生活及び芸術 参加 権利を認 第

31条  

15 搾 等 児童 保護 

  締約国 児童 経 的 搾 保護さ 及び危険 若 く 教育 妨

又 健康若 く 害 あ 労働 従 保護

さ 権利を認 第32条  

  締約国 麻薬及び向精神薬 使用 児童 保護等

適当 措置を 第33条  

  締約国 あ ゆ 形態 性的搾 及び性的虐待 児童を保護 を約

束 第34条  

 ニ  締約国 児童 誘拐 売買又 引を防 適当 措置を

第35条  

  締約国 い 面 い 児童 福祉を害 他 形態 搾

児童を保護 第36条  

16 自由を奪わ 児童 刑法を犯 申 立 児童等 扱い及び武力紛争

児童 保護  



  締約国 い 児童 拷問又 他 残虐 非人 的 若 く 品位を

傷 扱い若 く 刑罰を い 法 又 恣意的 自由を奪

わ い 等を確保 締約国 自由を奪わ 児童 人 的

人間 固 尊厳を尊 齢 者 必要を考慮 方法

扱わ 特 人 分 さ い 最善 利益 あ 認

い限 人 分 さ 等を確保 第37条  

  締約国 武力紛争 影響を 児童 保護及び養護を確保

実行可能 措置を 第3ペ条  

  締約国 置 搾 若 く 虐待 拷問若 く 他 残虐 非人 的 若

く 品位を傷 扱い若 く 刑罰又 武力紛争 被害者 あ 児童

回復及び社会復帰を 進 適当 措置を 第3ホ条  

 ニ  締約国 刑法を犯 申 立 訴追さ 又 認定さ 児

童 尊厳及び価値 い 意識を 進さ う 方法等 扱わ 権利

を認 第40条  

参考資料 

 条約 国内法及び他 国 法  

   条約 い 規定 締約国 法 及び締約国 い 効力を 国 法

含 規定 あ 児童 権利 実現 一 献 影響を及ぼ

い 第41条  

 

 条約 広報義務 

  締約国 条約 原則及び規定を 人及び児童 い 広く知 を

約束 第42条  

 

 委員会 設置等 

 条約 い う義務 行 締約国 進捗 状況を審査

児童 権利 委員会 以下 委員会 いう を設置 第43条  

 締約国 条約 い 認 権利 実現 措置等

報告を国連 務総長を通 委員会 提出 を約束 第44条  

 委員会 専門機 及び国連児童基 他 国連 機 条約 実施

い 報告を提出 う要請 委員会 提案及び一般的

性格を 勧告を行う 第45条  

 

 最終条項 

   署 批准 加入 効力 生 改 留保等 い 規定 い 第46条 第54

条  

注  1ホペホ 第44回国連総会 い 採択 1ホホ0 ホ 2日 効 1ホ6 国 締結



201ホ 3 現在 国 1ホホ0 ホ 署 1ホホ4 3 国会 承認を得

4 22日批准 5 22日 国 い 効 2005 5 児

童 権利 条約 目的及び規定を更 を目的 武力紛争

児童 児童 権利 条約 選択議定書 及び 児童 売買，

児童買春及び児童 児童 権利 条約 選択議定書 選択

議定書 国連総会 い 採択さ 国 2004 ペ 2日及び2005 1

24日 批准  

 

 

※ 内 府 掲載資料 抜粋 


